
障害者手帳の交付を受けていない人でも、65歳以上で要介護１以上の認定を受けている人（寝たき
りや認知症などで介護が必要な人）は、「障害者控除」の対象になる場合がありますので、福祉課で
「障がい者控除対象者認定書」（以下、認定書）の交付の申請をしてください。

寝たきりの要介護認定者のために購入し使用したおむつ代については、「医療費控除」として一定の
金額の所得控除を受けることができます。
確定申告をする場合、1年目は領収書と医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要ですが、連続し
た 2年目以降は、領収書と「町の確認書」のみで認められる場合がありますので、福祉課で交付の申
請をしてください。

①確定申告をする人が前年と同じであること
②前年に医師の「おむつ使用証明書」または「町の確認書」を使用して
　申告していること
③現在、要介護認定を受けている。または、令和２年中に記載された主治医意見書が
　あること
④要介護認定の主治医意見書記載事項で該当基準を満たす人であること
※医師が発行する「おむつ使用証明書」の様式は、福祉課窓口にあります。

①令和２年 12月 31日時点で認定を受けている方
②要介護認定の主治医意見書記載事項で該当基準を満たす方
※障害者手帳（３～６級）の交付を受けている人でも、特別障害者に準ずると認定される場合があります。

　令和 2年度中に整備予定であった全児童生徒分のタブレット
端末が 1月にすべて導入完了しました。すでに各教室のW i F i
環境を整えているため、従来のパソコン室での学習ではなく、こ
れからは各教室等でタブレットを使って学習できるようになり
ます。
　具体的にはインターネットを用いた調べ学習、デジタルドリルを
使った個別学習、体育等各教科におけるカメラ（動画）の活用、
タブレットでのグループ交流など様々な場面で活用することが
でき、これまで以上にわかりやすく深い学びができるようにな
ります。

　毎年申告会場が混雑し、待ち時間が長くご迷惑をおかけしていることから、次の申告をされる方は
事前にご自身で書類作成まで行ってください。

①事業所得・不動産所得・農業所得を申告される方（収支内訳書はご自身で作成してください）
②医療費控除の申告をされる方（明細書や領収書の合計はご自身で計算し作成してください）
③ご自身で申告書を作成できる方
④消費税の申告をされる方（申告書はご自身で作成してください。町では提出のみ受け付けます。
　作成方法がわからない方は、マーゴ本館４階の申告会場をご利用ください。）

※事前に税務署で申告をするように通知のあった方は、税務署で申告をお願いします。
※役場の申告会場では、窓口税務課職員が皆様の申告書作成のお手伝いを行っております。税務署職員や税理士
　などはおりません。不明の部分などは、適宜税務署へ電話問い合わせを行いながら作成支援をしますので、
　お時間をいただく場合があります。（電話などで解決できない場合は、税務署の申告会場までご自身で行ってい
　ただく場合もありますのでご了承ください）
※町で申告した書類も税務署で再審査されます。審査の結果、追加書類や修正が必要になった場合は、後日、税務
　署から来署を依頼される場合がありますので、ご了承ください。
※申告の作成に誤りや漏れがないか、申告者の方に最終確認を行っていただきます。

※要件について詳しくは窓口税務課にお問い合わせください。
※ひとつでも要件に当てはまらない場合は、予約では受け付けられませんので、
　マーゴ本館 4階での申告や関税務署へ申告書を提出してください。

■予約受付期間
　令和3年2月5日（金）から3月12日（金）まで（土・日・祝を除く）８時 30分から17時 15分まで

■予約受付先
　窓口税務課 税務係　☎66-2404（直通）
　※予約日の前日までに氏名、電話での事前予約を実施しますのでご利用ください。

■予約ができる内容
　①町県民税の申告
　②所得税の確定申告のうち、次の 4つすべての要件を満たすもの
　　□令和２年分の申告
　　□土地、建物、株式の譲渡、先物取引などの分離課税による所得がない
　　□所得税の住宅借入金特別控除などの住宅関連の税額控除を受けない
　　□青色申告ではない

●予約された日になりましたら、時間までに坂祝町役場窓口税務課（庁舎２階）までお越しください。
●予約は電話のみに限ります。（電子メール・ファックス・郵便などでの受付はできません）
●予約希望時間枠は先着順ですので、ご希望に添えない場合もあります。
●当日は予約されていてもお待ちいただく場合もあります。
●申告書（収支決算書）や添付書類がすべて整った方のみが予約可能です。その場での作成はお断りします。
●提出のみの方は、事前予約の必要はありません。申告会場または窓口税務課にご持参ください。


